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はじめに 
  
この指針は、岐阜県域に大規模災害が発生した場合、岐阜県眼科医会及び会員が

どのように対応をすべきか、共通の認識を持ち、非常時に即応した行動が取れるよ

う作成いたしました。大規模災害発生時には、この行動指針を役立てていただけれ

ば幸いです。 
 
令和 7 年 1 月 15 日 
 
災害対策委員長 佐久間仁 
同副委員長   堀暢英 
 
  



同委員（令和 7 年 1 月 15 日現在） 
（病院） 
川上秀昭 岐阜市民病院 
丹羽義明 岐阜県総合医療センター 
石澤聡子 岐阜大学 
末森晋典 松波総合病院 
恩田将宏 大垣市民病院 
村田一弘 西濃厚生病院 
岩崎雄二 美濃病院 
石田雄一郎 中津川市民病院 
白木玲子 東濃厚生病院 

（開業医） 
内田英哉 内田眼科 
恩田鋭治 恩田眼科クリニック 
一圓公治 いちえん眼科クリニック 
熊田充起 くまだ眼科クリニック 
高橋大輔 たかはし眼科クリニック 
玉田裕治 玉田眼科クリニック 
宇土一成 宇土医院 
近藤伸彦 近藤眼科医院 
松原正幸 まつばら眼科 
堅田利彦 かただ眼科クリニック 
井戸忠美 いど眼科 
西村幸三九 にしむら眼科 
金田正博 金田眼科クリニック 
萩原葉子 はぎはら眼科 
岩瀬愛子 たじみ岩瀬眼科 
村瀬寛紀 村瀬眼科クリニック 
豊島馨 のりくらファミリー眼科 

 
 
 
 
 
 



★平時における災害時対応体制の整備 
 
・災害発生前の準備が重要である。 平時から組織内外と良好なコミュニケーションが取れ

る人間関係の構築に心掛ける。 被災時に、実際にどの通信手段が有効なのか想定困難のた

め、会員同士は普段から幾つかの通信手段（電話・ 携帯電話・メール・携帯メール・SNS
等）を活用して連携をとっておく。 
・地元の郡市医師会事務局の電話番号とメールアドレスを、自分のスマホにアドレス登録し

ておく。 
 
・岐阜県眼科医会理事緊急時連絡網（令和 6 年 11 月 25 日：岐阜県眼科医会事務局にて管

理） 
・岐阜県眼科医会緊急時連絡網（全眼科医療機関を 24 のグループに分け、地区の理事に割

り振り） 
・関係機関との連携 
岐阜県危機管理部防災課 058-272-1132 
岐阜県医師会 058-274–1111 
岐阜県眼鏡商業協同組合 058-263-0052 
岐阜アソシア 058-263-1310 
  



 



★急性期（発災後 3 日間） 
 
（行動指針） 
・自身の安全確保 
・家族、自院スタッフの安全確認 
・岐阜県眼科医会緊急時連絡網、岐阜県眼科医会メーリングリスト（ gifueye-
info@gifu.med.or.jp）、電話（058-214-8021）、FAX（058-214-8038）で自身、自院の被災状

況を県眼科医会（災害対策本部）に報告 
・地元医師会あるいは所属施設の行動指針に従い、臨時救護所、避難所で急性期災害医療に

参加（大規模災害発災初期には眼科医も専門を離れ医師会の一会員として地元医師会ある

いは所属施設の指針に従い医療活動に協力） 
 
（災害対策委員） 
・災害対策本部の立ち上げ 
・会員の被災状況把握、情報収集 
・日本眼科医会災害対策本部へ連絡（TEL：03－5765－7755、FAX：03－5765－
7676） 
・県医師会と連携、情報収集 
 
報告内容例 
・人的安否（Dr 本人・家族・従業員） 
・医療機器・建物の被害の状況  

・ライフライン（電気・水道・電話・Fax・携帯） 
・周囲の交通（道路）状況/その他  

・診察の可否(診察時間)と手術の可否  

・地元医師会、所属施設、JMAT などの救援活動に参加の可否 
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★亜急性期（発災後 4 日～30 日間） 
 
・岐阜県眼科医会緊急時連絡網、岐阜県眼科医会メーリングリスト（ gifueye-
info@gifu.med.or.jp）、電話（058-214-8021）、FAX（058-214-8038）で自身、自院の被災状

況を県眼科医会に報告 
・急性期に引き続き、地元医師会あるいは所属施設の行動指針に従い、災害医療に参加 
・自院での診療再開準備 
・眼科災害医療開始：臨時救護所、避難所での医療活動（現地の災害対策本部との連携） 
・眼科用剤配布、CL 配布（岐阜県眼科医会を通して日本眼科医会災害対策本部と連絡） 
・眼鏡配布 
・被災した視覚障害者のリストアップ 
 
・緊急時の緑内障治療について 
https://www.ryokunaisho.jp/infomation/emergent_treatment.php 

 
 
（災害対策委員） 
・会員の被災状況把握、情報収集 
・都道府県災害対策本部、保健所、県医師会等の各団体との調整 
・日本眼科医会災害対策本部へ連絡、支援依頼（眼科用剤、CL、ビジョンバン等） 
・眼鏡組合への支援要請 
・視覚障害者団体との連絡 
・岐阜県眼科医会メーリングリストによる情報発信 
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★慢性期（発災後 30 日～） 
 
・被災医療機関の早期復興対策 
・眼科医療機関での診療支援 
 
（災害対策委員） 
・災害義援金の適正配布 
・災害対策本部閉鎖 
 
 


